
2019年10月1日以降始期契約用 

 
地球温暖化に伴う猛暑・豪雨の増加により全国で水災が頻発しています。 
また、都市部への人口・産業の集中や流域の開発に伴う保水機能の低下により、都市部に 
おける水災が深刻化しています。  
 

＜2004年新潟県中之島町豪雨（刈谷田川氾濫）の被災者アンケート＞  出典：国土交通省ＨＰ（含む写真） 

この度の水害を経験する以前に、あなたは、刈谷田川からの水があなたのご自宅まで来ると思っていましたか？ 

約６割の方が自宅の浸水を 
予期していませんでした！ 

河川の近くは勿論のこと、それ以外にお住まいの場合であっても大雨による土砂崩れ、 
大雪後の融雪洪水、台風による高潮、豪雨の際の排水不良による内水氾濫など、ほぼ 
すべての地域において水災の危険はあります！！ 

短時間強雨の発生回数は、３０年前の 
約１.４倍まで増加しています！ 

年月 主な被災地域 災害 支払保険金 

2015年8月 沖縄や九州 台風15号 1,642億円 

2017年10月 西日本から東日本、東北地方 台風21号 1,217億円 

2018年7月 西日本 豪雨 789億円※ 

＜近年の大規模災害における支払保険金＞ 

※2018年7月23日時点の見込み（出典：日本損害保険協会ＨＰより） 



●ご相談・お申込先 

72141 2019.9 A3F21 B（新） 

●このチラシは「ＧＫ すまいの保険（すまいの火災保険）」の特徴を説明したものです。詳細は重要事項のご説明または商品パンフレット等 
    をご覧ください。 

損害の額× 
最大７０％ 

損害の額× 

最大１００％ 

住宅総合保険 ＧＫ すまいの保険 

お客さまがご加入されている「住宅総合保険」では 
水災について十分な補償を得られません。 
※甚大な被害があっても最大７０％までしか補償されません。 

住宅総合保険とＧＫ すまいの保険の水災補償の比較 

そこで水災事故（注）も最大１００％までの補償が可能な 
ＧＫ すまいの保険への切替をおすすめします。 

保険金お支払額の例 

 
＜ご契約条件＞ 
 ○１戸建 専用住宅 
 ○保険価額 2,000万円 
 ○保険金額 2,000万円 
 ※ＧＫ すまいの保険に 
  事故時諸費用特約 
  （損害保険金×10％・ 
  300万円限度）を 
  セットした場合 
 
＜損害の状況＞ 
 ○床上浸水し、2,000万円 
  の損害が発生 
  

ＧＫ すまいの保険にご加入のＢさん 

①損害保険金 《保険金額×100％》  
  2,000万円×100％＝2,000万円 

②事故時諸費用保険金《損害保険金×10％》 
  2,000万円×10％＝200万円＜限度額300万円 

Ｂさんに支払われる保険金の額 
 ＝2,000万円＋200万円＝2,200万円 

住宅総合保険（価額協定保険特約付） 
にご加入のＡさん 

保険価額の30％以上の損害のため、 
《保険金額×70％》をお支払いします。 

Ａさんに支払われる保険金の額 
     ＝1,400万円 

2,000万円×70％＝1,400万円 

事故時諸費用保険金 
により、仮すまい費用や 
当面の生活費をカバー 
することができます。 

（注）台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等によって、 
   床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に 
   損害が発生した場合等に保険金をお支払いします。 

●現在のご契約の解約を前提とした新たなご契約のご注意 
 これまでご契約されていた火災保険（当社のご契約に限りません。）を満期日前に解約し、今回新たに当社でご契約される場合、補償内容、 
 保険料および付帯サービス等が変更となることがあります。以下の不利益が生じる可能性について事前にご確認のうえ、お申込みいただき 
 ますようお願いします。 

本店 〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台 3-9 三井住友海上 駿河台ビル 

 （お客さまデスク）0120-632-277（無料）東京都千代田区神田駿河台 3-11-1三井住友海上 駿河台新館 

 電話受付時間 平日 9:00～20:00 土日・祝日 9:00～17:00（年末年始は休業させていただきます） 

 ※2020年 10月より平日の電話受付時間は 9:00～19:00になります。 

 https://www.ms-ins.com 

・ご契約当時から複数回の保険料改定が実施され、または過去に適用していた割引が変更または廃止されたことにより、今回新たにご契 
 約される場合に保険料が大幅に高くなることがあります。 
・商品改定により、現在の火災保険商品で選択可能な最長の保険期間は、過去の火災保険商品よりも短縮されており、長期契約における 
 保険料面のメリットが小さくなっています。 
・商品改定により、家財の保険の対象の範囲が変更となり、補償対象外となるものがあります。          等 
 


本店　〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-9 三井住友海上 駿河台ビル

　（お客さまデスク）0120-632-277（無料）東京都千代田区神田駿河台3-11-1三井住友海上 駿河台新館

　電話受付時間　平日9:00～20:00　土日・祝日9:00～17:00（年末年始は休業させていただきます）

　※2020年10月より平日の電話受付時間は9:00～19:00になります。

　https://www.ms-ins.com
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